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１．今後の整備予定について（案）
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令和３年度の基本計画の改定を踏まえ、中城御殿の整備においては、以下のとおり検討を進める。

■施⼯計画、整備スケジュール（案）
• 中城御殿の整備は、エリア別に整備を進め、令和8（2026）年の⾸⾥城正殿復元⼯事完成予定の際に、⼀部エリアの公開
（供⽤開始）を⽬指す。

• 施⼯⼿順を踏まえ、第１期「上之御殿エリア」、第２期「御内原エリア・表御殿⻄側エリア」、第３期「表御殿東側エリア」の順序
で整備に向けた取組（設計・⼯事等）を進める。

• 整備事業の各段階で⽣じる検討課題については、設計・⼯事段階においても、引き続き整備検討委員会での確認を踏まえること
とし、整備内容に反映する。

• 整備の過程においては、安全性を確保の上、⼯事状況の情報発信や現地説明会等を⾏い、エリアごとの段階的な整備や公開を
通し、広く整備の様⼦を県⺠へ伝えられるように努める。

■令和４（2022）年度の検討について
• 第１期「上之御殿エリア」及び松崎⾺場・⿓潭⼀帯について、整備検討委員会での検討を踏まえながら、設計等を進める。
【上之御殿エリア】
• 上之御殿エリアの設計に関する事項（遺構の公開・表現⼿法、庭園・平場・園路等の整備、脇⾨等の修復等）

【松崎⾺場・⿓潭⼀帯等】
• 松崎⾺場の整備（園路、植栽整備等）の検討
• ⿓潭⼀帯の修景整備について

※第２期の「御内原エリア・表御殿⻄側エリア」においても、段階的に検討を進める。



２．施⼯計画（案）
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第１期：上之御殿エリア、第２期：御内原エリア・表御殿⻄側エリア、第３期：表御殿東側エリアを予定。

第１期
上之御殿エリア

第２期
御内原エリア

（RC造／外観再現）

第３期
表御殿東側エリア
（⽊造／復元）

第２期
表御殿⻄側エリア
（RC造／外観再現）
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【第１期⼯事】
上之御殿
（庭園・広場）

社会資本整備
総合交付⾦事業
（公園事業）

【第２期⼯事】
御内原
表御殿⻄側
（RC造）

社会資本整備
総合交付⾦事業
（公園事業）

【第３期⼯事】
表御殿東側
（⽊造復元）

事業化に向け
引き続き調整

公開（供⽤開始）

公開（供⽤開始）

３．整備スケジュール（案）
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上之御殿
設計

⼯事

⼯事

実施設計
⼯事 正殿完成

御内原・表御殿⻄側
設計

※城郭内スケジュール 令和2年3⽉公表
「⾸⾥城正殿等の復元等に向けた⼯程表」参照

発注⼿続
（WTO）

三⾨整備⼯事

調整、設計

基
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松崎⾺場など⿓潭周辺整備

⼯事

※時期調整中

表御殿東側
設計

⽊材調達、本体⼯事



４．次年度以降の検討事項
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①建物区域（表御殿東側エリア/表御殿⻄側エリア/御内原エリア）
本計画改定を踏まえ、美術⼯芸品等の展⽰・収蔵環境及び防災・防⽕対策の強化、並びに歴史的⾵致

景観への配慮を視野にいれながら、建物及び庭園等の設計を⾏う。御広間庭園及び御書院庭園、敷地内
の⽡⽯垣及び⼯作物等においても、建物の設計とあわせて詳細を検討する。

②上之御殿区域（上之御殿エリア）
発掘調査の成果を踏まえ、遺構（庭園・⽯積み等）の適切な保護・活⽤の⽅法について、引き続き検

討を⾏った上で、設計を⾏う。また、歴史的空間の再現のための植栽等についても検討を⾏う。

③⾸⾥城公園全体における役割分担の調整
公園全体の⼀体的利⽤と魅⼒向上を図るためにも、城郭内と中城御殿との役割分担について、国との

連携のもと検討する。

④管理運営の検討
中城御殿に必要な管理体制について、⾸⾥城公園内の⼀体的な管理運営と指定管理者制度の活⽤を前

提とした管理体制の強化を検討する。

⑤松崎⾺場・⿓潭⼀帯の整備⽅法の検討
松崎⾺場の敷地境界を整理し、園路及び植栽の整備の検討・設計を⾏う。また、⿓潭周辺の修景につ

いても検討・設計を⾏う。

⑥公園範囲の都市計画変更
那覇市の⼤中細街路の都市計画決定変更や、松崎⾺場の敷地境界の整理などを踏まえて、⾸⾥城公園

の範囲について都市計画を変更する。また、中城御殿からの眺望景の確保や周辺地域を含めた歴史的⾵
致が促進するよう、関係者との調整や連携を⾏う。


